
様式第２号（４ （第３条、第５条、第９条関係））

整備項目表（公園）

整備箇所等 整 備 項 目 整備状況 摘 要

１ 出入口 ア 幅は、１．２ｍ以上か。 適・否

イ 表面は 粗面とし 又は濡れても滑りにくい材料で仕上げ 適・否、 、 、

かつ、平たんか。

ウ 高低差がある場合には、５％以下のこう配ですりつけてい 適・否 該当・

るか。 非該当

エ 通行の際に支障となる段を設けていないか。 適・否

オ 出入口に設ける戸 該当・

非該当

（ア） 車いす使用者が容易に開閉して通過できる構造（回 適・否

転式を除く。）とし、かつ、その前後に高低差がない

か。

（イ） 全面が透明な戸を設ける場合には、衝突を防止する 適・否 該当・

措置を講じているか。 非該当

（ウ） 自動的に開閉する構造の戸を設ける場合には、利用 適・否 該当・

者を感知し、戸の閉鎖を自動的に制止することができ 非該当

る装置を設けているか。

カ 車止めの相互間の間隔のうち１以上は９０㎝以上か。 適・否 該当・

非該当

キ 出入口からの水平距離が１．５ｍ以上の水平面が確保され 適・否

ているか。ただし、地形の状況等によりやむを得ない場合を

除く。

２ 主たる園路 ア 有効幅員は、１．８ｍ以上か。ただし、地形の状況等によ 適・否

りやむを得ない場合は、１．４ｍ以上か。

イ 表面は 粗面とし 又は濡れても滑りにくい材料で仕上げ 適・否、 、 、

かつ、平たんか。

ウ 縦断こう配は、５％（地形の状況その他の特別な理由によ 適・否

りやむを得ない場合にあっては、８％）以下か。

エ ３％以上の縦断こう配が３０ｍ以上続く場合には、延長 適・否 該当・

３０ｍ以内ごとに１．５ｍ以上の水平部分を設けているか。 非該当

オ 横断こう配は、１％以下か。 適・否

カ 段を設ける場合には、別表第１第４号ロ（５）に定める基 適・否 該当・

準に適合しているか。 非該当

キ 排水溝に溝ぶたを設ける場合には、当該溝ぶたは、つえ、 適・否 該当・

車いす等の使用者の通行に支障のない構造か。 非該当

ク 階段、段又は傾斜路（階段又は段に代わり、又はこれら併 適・否 該当・

設するもの（その踊場を含む ）に限る。以下この様式におい 非該当。

。） 、て同じ のある部分の上端に近接する主たる園路の部分には

点状ブロック等を敷設しているか ただし こう配が５％ 高。 、 （

さが１６㎝以下の場合にあっては、８％）以下の傾斜路の上

端に近接する主たる園路の部分を除く。

３ 傾斜路（その踊 傾斜路（その踊場を含む （主たる園路に階段又は段に代わ 該当・。）

場を含む （主た り、又はこれらに併設するものに限る ） 非該当。） 。

る園路に階段又は ア 幅は、１．２ｍ以上か。ただし、階段又は段に併設してい 適・否

段に代わり、又は る場合は、９０㎝以上か。

これらに併設する イ 表面は 粗面とし 又は濡れても滑りにくい材料で仕上げ 適・否、 、 、



ものに限る ） かつ、平たんか。。

ウ 縦断こう配は、５％（地形の状況その他の特別な理由によ 適・否

りやむを得ない場合にあっては、８％）以下か。

エ 横断こう配は、設けていないか。 適・否

オ 高さが１６㎝を超え、かつ、こう配が５％を超える傾斜が 適・否 該当・

ある部分には、両側に手すりを設けるとともに、その手すり 非該当

の両端には、傾斜路の行き先等を点字で表示しているか。

カ 両側に、側壁又は立ち上がりを設けているか。 適・否

キ 前後の園路と容易に識別できるものか。 適・否

ク 傾斜がある部分の上端に近接する踊場の部分には、点状ブ 適・否 該当・

ロック等を敷設しているか。ただし、こう配が５％を超えな 非該当

い傾斜がある部分の場合、又は傾斜がある部分と連続して手

すりを設ける場合を除く。

ケ 高さが７５㎝を超えるものについては、高さ７５㎝以内ご 適・否 該当・

とに踏幅が１．５ｍ以上の踊場を設けているか。 非該当

４ 階段（その踊場 階段（その踊場を含む ） 該当・。

を含む ） 非該当。

ア 両側に手すりを設けるとともに、手すりの両端には、階段 適・否

の行き先等を点字で表示しているか。

イ 表面は 粗面とし 又は濡れても滑りにくい材料で仕上げ 適・否、 、 、

かつ、平たんか。

ウ 回り段を設けていないか。 適・否

エ 段を容易に識別できるものか。 適・否

オ 段鼻の突き出しがないこと等によりつまずきにくい構造 適・否

か。

カ 傾斜路を併設しているか。 適・否

キ 段がある部分の上端に近接する踊場の部分には、点状ブロ 適・否 該当・

ック等を敷設しているか。ただし、段がある部分と連続して 非該当

手すりを設ける場合を除く。

ク 高さが３ｍを超えるものについては、高さ３ｍ以内ごとに 適・否 該当・

踏幅が１．２ｍ以上の踊場を設けているか。 非該当

ケ 両側に立ち上がりを設けているか。ただし、側面が壁面で 適・否 該当・

ある場合を除く。 非該当

５ 便所 便所 該当・

非該当

(１) 多機能トイ 多機能トイレを１以上設けているか。 適・否

レ ア 出入口の幅は、８０㎝以上か。 適・否

イ 出入口に戸を設ける場合には、車いす使用者が容易に開閉 適・否 該当・

して通過できる構造とし かつ その前後に高低差がないか 非該当、 、 。

ウ 自動的に開閉する構造の戸を設ける場合には、利用者を感 適・否 該当・

知し、戸の閉鎖を自動的に制止することができる装置を設け 非該当

ているか。

エ 出入口には、通行の際に支障となる段を設けていないか。 適・否

オ 内部は、車いす使用者等がその他の高齢者、障害者等が円 適・否

、 、 、滑に利用することができるよう 十分な空間を確保し かつ

腰掛便座、手すり、洗面器等を適切に配置した構造か。

カ 床面は 粗面とし 又は滑りにくい材料で仕上げているか 適・否、 、 。

キ 多機能トイレに設ける洗面器 該当・

非該当

（ア） 車いす使用者の利用に配慮した高さとし、かつ、下 適・否



部に車いす使用者の利用しやすい空間が設けられてい

るか。

（イ） もたれかかったときに耐えうる強固なものか。 適・否

（ウ） 水栓器具は、高齢者、障害者等が容易に操作するこ 適・否

とができるものか。

ク 出入口又はその付近に、多機能トイレが設けられている旨 適・否

の適切な表示をしているか。

(２) 別表第１第 多機能トイレに加えて便所を設ける場合には、別表第１第１ 適・否 該当・

１号チ（２） 号チ（２）に定める基準に適合する便所を１以上（男子用及び 非該当

に定める便所 女子用の区分があるときは、それぞれ１以上）設けているか。 ＊

(３) 男子用小便 ア 男子用小便器のある便所を設ける場合には、１以上を子ど 適・否 該当・

器 も等の円滑な利用が可能な床置式等の小便器としているか。 非該当

イ アにより床置式等の小便器を設けた場合における１以上の 適・否 該当・

便所の床置式等の小便器は、両側に手すりを適切に配置して 非該当

いるか。

(４) 乳幼児用い 便所を設ける場合には、別表第１第１号チ（７）に定める基 適・否 該当・

す及び乳幼児 準に適合する便所を１以上（男子用及び女子用の区分があると 非該当

のおむつ換え きは、それぞれ１以上）設けているか。

ができる設備 （ア） 便房には、乳幼児用いすが設けられているか。 適・否

（イ） 便所又は別表第１第１号チ（７ （二）ただし書に規 適・否）

定する場所に乳幼児のおむつ替えのできる設備が設け

られているか。

（ウ） 乳幼児用いす又は乳幼児のおむつ替えのできる設備 適・否

が設けられた便所及び別表第１第１号チ（７ （二）た）

だし書に規定する場所の出入口又はその付近に、当該

設備が設けられている旨の適切な表示をしているか。

(５) オストメイ 便所を設ける場合には、便房にオストメイト用設備を設けた 適・否 該当・

ト用設備 便所を１以上（男子用及び女子用の区分があるときは、それぞ 非該当

れ１以上）設けているか。

６ 案内板等 ア 案内板等 該当・

非該当

（ア） 位置、高さ、照明等は、高齢者、障害者等に配慮し 適・否

たものか。

（イ） 文字の大きさ、書体、配色等は、高齢者、障害者等 適・否

が見やすく分かりやすいものとし、必要に応じ、子ど

も等が理解しやすいよう平仮名、片仮名、図、記号等

による表示を行っているか。

（ウ） 必要に応じ、点字、音声その他の方法により視覚障 適・否

害者を案内する設備を設けているか。

イ 別表第１第４号イに定める基準に適合する出入口及び園内 適・否

の必要な箇所に、高齢者、障害者等の円滑な利用に配慮した

設備の配置を表示した案内板その他の設備を設けているか。

ただし、高齢者、障害者等の円滑な利用に配慮した設備の配

置を容易に視認できる場合を除く。

ウ 案内、呼び出し等の窓口を設ける場合には、文字により情 適・否 該当・

報を表示する聴覚障害者に配慮した設備を設けているか。 非該当

＊

７ 駐車場等

(１) 車いす使用 車いす使用者用駐車施設 該当・

者用駐車施設 非該当



ア 幅は、３．５ｍ以上か。 適・否

イ 車両への乗降の用に供する部分の表面は、できるだけ水平 適・否

としているか。

ウ 車いす使用者用駐車施設又はその付近に、車いす使用者用 適・否

駐車施設である旨を見やすい方法により表示しているか。

エ 車いす使用者用駐車施設の数

（ア） 自動車の全駐車台数が２００以下の場合には、当該 適・否 該当・

全駐車台数に１／５０を乗じて得た数以上の車いす使 非該当

用者用駐車施設を設けているか。

（イ） 自動車の全駐車台数が２００を超える場合には、当 適・否 該当・

該全駐車台数に１／１００を乗じて得た数に２を加え 非該当

た数以上の車いす使用者用駐車施設を設けているか。

オ 車いす使用者用駐車施設は、別表第１第４号イに定める基 適・否

準に適合する出入口から当該車いす使用者用駐車施設までの

経路（同号ト（３）に定める基準に適合する通路を含むもの

に限る ）の距離ができるだけ短くなる位置に設けられている。

か。

カ 車いす使用者用駐車施設へ通ずる別表第１第４号イに定め 該当・

る基準に適合する出入口から当該車いす使用者用駐車施設ま 非該当

での通路

（ア） 幅は、１．２ｍ以上か。 適・否

（イ） 表面は、粗面とし、又は濡れても滑りにくい材料で 適・否

仕上げ、かつ、平たんか。

（ウ） ５０ｍ以内ごとに車いすの転回に支障がない場所を 適・否

設けているか。

（エ） 縦断こう配は、５％（地形の状況その他の特別な理 適・否

、 ） 。由によりやむを得ない場合にあっては ８％ 以下か

（オ） ３％以上の縦断こう配が３０ｍ以上続く場合には、 適・否 該当・

延長３０ｍ以内ごとに１．５ｍ以上の水平部分を設け 非該当

ているか。

（カ） 横断こう配は、１％以下か。 適・否

（キ） 段を設ける場合には、別表第１第４号ロ（５）に定 適・否 該当・

める基準に適合しているか。 非該当

（ク） 駐車場内の通路に設ける戸 該当・

非該当

ａ 車いす使用者が容易に開閉して通過できる構造（回転 適・否

式を除く ）とし、かつ、その前後に高低差がないか。。

ｂ 全面が透明な戸を設ける場合には、衝突を防止する措 適・否 該当・

置を講じているか。 非該当

ｃ 自動的に開閉する構造の戸を設ける場合には、利用者 適・否 該当・

を感知し、戸の閉鎖を自動的に制止することができる装 非該当

置を設けているか。

（ケ） 排水溝に溝ぶたを設ける場合には、当該溝ぶたは、 適・否 該当・

つえ、車いす等の使用者の通行に支障のない構造か。 非該当

(２) 高齢者、障 駐車場を設ける場合には、別表第１第４号ト（４）に定める 適・否 該当・

害者等の自動 基準に適合する高齢者、障害者等の自動車への円滑な乗降に供 非該当

車への円滑な する自動車の停車のための部分を設けているか。 ＊

乗降に供する

自動車の停車

のための部分



８ 授乳場所等 ア 授乳場所等を設けているか。 適・否 該当・

非該当

＊

イ 授乳場所等の出入口又はその付近に、授乳場所等が設けら 適・否 該当・

れている旨の適切な表示をしているか。 非該当

９ 休憩設備 ア 休憩設備を設けているか。 適・否

イ 休憩設備又はその付近に、休憩設備が設けられている旨の 適・否

適切な表示をしているか。

１０ 転落防止用設 高齢者、障害者等が転落するおそれのある場所には、さく、 適・否 該当・

備 点状ブロック等を適切に組み合わせて床面に敷設するなど、高 非該当

齢者、障害者等の転落を防止するための設備を設けているか。

注意 「摘要」欄の＊印は、その整備項目が努力項目であることを示す。


